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国土交通省関東地方整備局 荒川上流河川事務所
河川環境課      TEL：049-220-0145

実施者 

目的 ・失われつつある荒川固有の多様な生態系の
生息・生育環境を保全するため、湿地環境や
河畔林等の保全・再生を行う。 

 
背景 ・現存する池周辺部の豊かな樹林地は、ほと

んどが民有地であり、造成等による改変が
懸念されている。 

・乾燥化により池を中心とした湿地が減少して
いる。 

・池周辺に発達した樹林地が高木・壮齢樹化
することによって極相化（単調化）している。

 
規模 ・延長：約 4 ㎞ 

施策の概要 

実施箇所 

施策イメージ 

しくみ 

太郎右衛門自然再生地の目標として、流水路として蛇行河川を復元し多様な水域・水際環境を形成する
とともに多様性、自然性が高い湿地環境を拡大し、太郎右衛門自然再生地固有の多様な生物が生育・生
息できる自然環境を保全・再生する。 

埼玉県上尾市、桶川市、
川島町の接する区域  

荒川太郎右衛門地区においては、個別の項目について５つ 
の専門委員会で議論し、その結果について「荒川太郎右衛門地 
区自然再生協議会」でとりまとめて、計画や整備に反映させ 
ていく予定である。 

埼玉県 
荒川 

自然再生の対象となる
区域の位置図 

荒川太郎右衛門地区の自然再生目標及び施策 

旧川と河畔林の様子旧川と河畔林の様子

旧川の乾燥化の様子旧川の乾燥化の様子

学識経

験者 

6名 

地方公

共団体 

7名 

地域 

住民 

24名 

 

ＮＰＯ 

29名 協議会の構成 

総勢67名 

（平成１９年３月現在） 

河川工学や生態系

等の専門知識を有

する学識経験者 

公 募 に よ る

地域住民や

市民団体の

メンバー 

協議会の組織

化に協力する

とともに協議会

に 参 加 し 、 事

業の推進に努

める 

 国土交通省 

(河川管理者) 

1名 

荒川太郎右衛門地区再生協議会 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会の構成 

○自然再生の目標達成に向け、多様な水域、水際環境の創出のための整備、陸

域植生の保全・再生のほか、環境学習と安全な利用等の施策を行っていく。 

多様な水域・水際環境の創出

旧流路の流水路としての整備

旧流路の保全

湿地及び止水環境の拡大

河畔林の保全

ハンノキ林の保全・再生

河川縦断方向の連続性の確保

治水面での施策

環境学習と安全な利用

維
持
管
理

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

その他の施策

湿地環境の保全・再生

過去に確認された生物が
住める環境の再生

蛇行河川の復元

荒川エコロジカル
ネットワークの形成

治水面からもプラス

多様な水域・水際環境の創出

旧流路の流水路としての整備

旧流路の保全

湿地及び止水環境の拡大

河畔林の保全

ハンノキ林の保全・再生

河川縦断方向の連続性の確保

治水面での施策

環境学習と安全な利用

維
持
管
理

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

その他の施策

湿地環境の保全・再生

過去に確認された生物が
住める環境の再生

蛇行河川の復元

荒川エコロジカル
ネットワークの形成

治水面からもプラス

多様な水域・水際環境の創出 

その他の施策 

市野川 

荒
川 

江川 

上
流 

中
流 

下
流 

自
然
再
生
対
象
区
域 

（太
郎
右
衛
門
自
然
再
生
地
） 

太郎右衛門橋 54.0km 

50.4km 

「本冊子で使用している地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図を複製したものである。（承認番号　平18総複、第1074号）」



 

 

 

①地域の特性を活かした施策の推進 
⇒地域の自然環境、社会環境、歴史について整理。

実施した「推進のための取り組み」（P.17 参照）

②施策の有機的な連携 
⇒三ツ又沼ビオトープ、荒川ビオトープ等と連携し、

エコロジカルネットワーク※の形成を目指す。 

④環境等に関わる調査の実施及び情報の提供と公開
⇒動植物調査を実施。 

ＨＰ上で、協議会資料を公開。 

③多様な主体との連携、協働による施策の推進 
⇒「荒川太郎右衛門地区自然再生協議会」（計 67 名）

の設置。 

リーディング選定理由 

■全国初 
・自然再生推進法の施行後、全国で初めて自然
再生協議会が設置された事例。（H15.7.5) 

■多様な主体との連携 

・自然再生協議会は、地域住民、専門家、地方自
治体、国からなり、多様な主体と連携。 

■ネットワーク形成の核 

・荒川のエコロジカルネットワークを形成するため
に、上下流のビオトープとの連携を目指す。 

■環境学習 

・市民参加を通じ、環境学習に力を入れていく予
 定。 

■目標の明確化 

・目標に向かって実施する施策内容が整理されて
 いる。 

⑤地域の環境学習の支援 
⇒今後、市民参加を通じて、環境学習の支援を実施

していく予定。 

⑥適切な評価の実施 
⇒物理環境（地下水や土質の状況）・生物環境につ

いてモニタリングを実施し、評価していく予定。 

施策の効果 

スケジュール 
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フォローアップ・今後の展開 

・ 事業実施段階では地域住民と連
携・協働し、事業の実施により自
然がどう変化していくかモニタリ
ングを行うとともに、計画の内容
にフィードバックしながら必要に
応じて見直すという順応・段階的
な手法により整備していく。 

事業実施による効果のイメージ図 

 1．太郎右衛門自然再生地固有の多様な生き物と  
   それらが生育・生息できる自然環境が保全・再生 
   される。 
 2．過去に確認された太郎右衛門地区の固有かつ多様 
   な生き物が住めるような環境の再生を目指す。 
 3．荒川本川と連続させた流水路として蛇行河川を復 
   元することにより、多様な水域・水際環境が形成  
   される。 
 4．周辺地域とのエコロジカル・ネットワークの核と  
   なるよう、自然環境の質的向上を目指す。 
 5．将来にわたり治水の面からもプラスとなるような 
   自然再生事業とする。 

※エコロジカルネットワークとは 

貴重な自然を保全するとともに、締切れにな

った自然をつなぎ、生き物の移動経路を確

保したり、自然の働きを回復させることによ

って、豊かな自然を再現すること。 
事業実施後の環境 

流水路として蛇行河川を復元し多様な水域・水際環境を形成す
るとともに多様性、自然性が高い湿地環境を拡大し、太郎右衛門
自然再生地固有の多様な生物が生育・生息できる自然環境を保
全・再生される。 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 備　考

協議会設置の準備・設立

全体構想の策定

実施計画の作成

事業実施

現地調査・モニタリング

協議会の開催 ４回 ５回 ５回 ３回 H19以降適宜開催

(年度)

現状の環境 



 
「自然環境・生態系の保全・再生・創出」 リーディングプロジェクト 

～緑のボランティア・サポートプロジェクト(仮称） 

                  （荒川三ツ又沼地区）～ 
６ 

環境共生・創造マスタープラン
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国土交通省関東地方整備局 荒川上流河川事務所
河川環境課     TEL：049-220-0145

実施者 

施策の概要 

実施箇所 

プロジェクトの対象となる 
区域位置図 

埼玉県上尾市、 
川越市、川島町の 
接する地域 

目的 ・地域固有の代表的な在来種が減少してお
り、保全・再生にあたっては、多様な主体の
参加により、在来植物の苗木を各主体の所
有地等で育て、植栽することにより自然を再
生し、多様な生物の生育・生息環境を保全・
再生する。 

背景 ・荒川の自然を守り育てる拠点として、また地
域の環境教育の場として公有地化し整備。

・地元の環境団体を中心に学校、専門家、行
政等がパートナーシップを図り管理推進中。

規模 ・全体面積：約 13ha 

施策イメージ 

しくみ 

荒川ハンノキプロジェクト
の手法を参考に関係主体
への意向調査や役割分
担等の検討を行い、プロ
ジェクトを広域的に展開す
る。 

在来種の育成 在来種の植栽 

河川 
管理者 

NPO
専門家

連
携

連
携

参
加

助言・
指導支援

流域住民 学校 企業

NPO 農家 自治体

多様な関係主体の参加・連携

水と緑のﾈｯﾄﾜｰｸの充実

 

 

 

美しい景観・ 
個性ある地域づくり 

生物多様性の向上

ヒートアイランド緩和

多様な主体の参加・
連携・協働 

事業間の連携推進
（河川・道路、公園）

新たな地域産業 
雇用の創出 

産業の成立 

ハンノキの実を教えてもらっている生徒達 
（上尾市立太平中学校） 

育てたハンノキを里帰り（植樹）している児童達 
（上尾市立平方北小学校） 

ハンノキの実を取り出している児童達 
（川島町立出丸小学校） 

維持管理メニューの一環として、三ツ又沼ビオトープの自然を
取り戻すために近隣の子供達が関わる「荒川ハンノキプロジェ
クト」を平成 13 年から行っている。 

各地で減少しているハンノキ林を取り戻す事を目的に三ツ又
沼ビオトープ内で種子を採取し持ち帰り、１～２年間子供達の手
で育てた後再び三ツ又沼ビオトープ内に戻すというもので、周辺
の小中学校の参加により毎年実施している。 

埼玉県 
荒川 

「本冊子で使用している地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図を複製したものである。（承認番号　平18総複、第1074号）」



 

①地域の特性を活かした施策の推進 
⇒地域の自然環境について整理。 

実施した「推進のための取り組み」（P.17 参照）

②施策の有機的な連携 
⇒荒川太郎右衛門地区、荒川ビオトープ等と連携し、

エコロジカルネットワーク形成を目指す。 

④環境等に関わる調査の実施及び情報の提供と公開
⇒動植物調査を実施。 

③多様な主体との連携、協働による施策の推進
⇒「三ツ又沼ビオトープパートナーシップ推進会議」

の設置。 

リーディング選定理由 

■NPO、ボランティアの参画 
・推進に向けては、パートナーシップ型河川環
境管理システムを計画。 

 
■ネットワークの形成 
・荒川のエコロジカルネットワークを形成するた
めに、上流のビオトープとの連携を考慮。 

 
■永続的な管理を計画 
・環境教育の指導や、リーダーを養成するしく
みなどをつくり、永続的な管理を期待してい
る。 

 
■役割分担の明確化 
・多様な主体が関係してくるため、管理におけ
る役割分担を明確にする。 

⑤地域の環境学習の支援 
⇒環境学習（体験学習）の実施。 

荒川ハンノキプロジェクトを平成 13 年より実施。 

⑥適切な評価の実施 
⇒動植物についてモニタリングを実施し、評価してい

く予定。 

施策の効果 

スケジュール 

荒川ハンノキプロジェクトは平成 13 年の開始から平成 18 年までに 6 回の実績を重ね、参加延べ人数は
800 人以上、植戻されたハンノキは 150 本以上になった。 

 
平成 17 年にはハンノキを食草とするミドリシジミの飛来が確認され、ハンノキの幹には多数の卵が産み付

けられた。 
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

ビオトープ整備

モニタリング調査

荒川ハンノキプロジェクトの実施 　

緑のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟー ﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（仮称）検討

（年度）

ミドリシジミ ミドリシジミの卵 大きく育つハンノキ林 

写真提供：日本生態系協会

フォローアップ・今後の展開 

・ 三つ又沼ビオトープでは、あら
かわ市民環境サポーター制度
を設け、ボランティアの協力を
得ながら、持続的な管理を行っ
ていく。 

・ また、保全管理計画を毎年作
成し、常に良好な環境が保たれ
るようにしていく。 



 

「健全な水循環系の構築」 リーディングプロジェクト 

～鶴見川流域水マスタープラン～ 
６ 

環境共生・創造マスタープラン

22    

 

健
全
な
水
循
環
系
の
構
築 

 

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

実施者 

目的 ・流域の急激な市街化により、流域の抱える様々
な課題を解決するため、鶴見川流域の水循環系
の健全化及び自然と共存する持続可能な社会を
目指す流域再生の構築。 

背景 ・昭和 40 年代からの急速な都市化の進行により、
「水循環系」における様々な課題が顕著となって
いる。 

・これらの課題を抜本的に解決し、地域の安全と
福祉、自然環境を向上させていくために、「水循
環系の健全化をはかる」ことが重要であることか
ら、「鶴見川流域水マスタープラン」を策定。 

規模 ・延長：42.5 ㎞ 
流域面積：235 ㎢ 

施策の概要 

実施箇所 

施策イメージ 

鶴見川流域の水循環系の健全化、自然と共存する持続可能な社会を目
指す流域再生を基本理念として、洪水時水マネジメント、平常時水マネジメ
ント、自然環境マネジメント、震災・火災時マネジメント、水辺ふれあいマネ
ジメントの５つの取り組みについて、流域の関係者が連携して進めて行く。
 

「鶴見川流域水マスタープラン」を着実に 
推進していくためには、流域の各主体が 
お互いに情報と流域共同体意識を共有し、 
効果的で効率的な施策の推進と、そのた 
めの適切な進行管理が不可欠である。 

そのため、推進の枠組みとしては、社会 
状況の変化などに応じ、計画、実行、点検、 
見直しを重視する持続的なマネジメント 
サイクルを採用している。 

下記の３つの場で、市民や専門家の意見を取り入れ、「鶴見川流域水マスタープラン」を推進する。 
 
1．「鶴見川流域水協議会」（国、都、県、市） 
  ・「鶴見川流域水マスタープラン」の策定、計画の進行 

管理や見直し、流域にかかわる新たな問題・課題・ 
対応策などについて、行政間の調整を行う。 

 
2．「鶴見川流域水懇談会」（市民と行政との意見交換の場） 
  ・行政と市民との意見交換を継続的に行い、その意見を 

「鶴見川流域水マスタープラン」や今後の計画の推進を 
行う鶴見川流域水協議会に報告する。 

 
3．「鶴見川流域水委員会」（各分野の専門家などから構成） 
  ・「鶴見川流域水マスタープラン」などにかかわる計画内容、 

事業の進行管理などについて助言を行う。 

しくみ 

東京都町田市 
神奈川県川崎市 

横浜市 
稲城市 

水マスタープランのしくみ 

神奈川県 

報告 助言
具体的な取り組みと 

パートナーシップ 

鶴見川流域水懇談会 

市民部会 

市民・市民 

団体・企業 

行政部会 

関係行政 

部局 

鶴見川流域水委員会 

学識経験者など 

鶴見川流域水懇談会 

行政 

幹事会 作業部会 

稲
城
市 

川
崎
市 

梅田川 

恩田川 

早渕川 

矢上川 

真 光 寺

鶴見川 

大熊川

川
崎
市町

田
市 

横
浜
市

川
崎
市

鶴見川の流域図

・鶴見川流域水協議会 
（国土交通省・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・稲城市・町田市）

・代表事務局 
国土交通省関東地方整備局 京浜河川事務所 

          流域調整課  TEL:045-503-4009 

河川 

行政界 

国道 

高速道 

JR 線 

私鉄線 

マネジメントサイクル ５つの流域水マネジメント 

「本冊子で使用している地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図を複製したものである。（承認番号　平18総複、第1074号）」



 

 

①地域の特性を活かした施策の推進 
⇒流域の社会動向、自然環境について整理。 

実施した「推進のための取り組み」（P.17 参照） 

②施策の有機的な連携 
⇒「鶴見川流域水マスタープラン」のもと、流域での

様々な事業や施策が連携。 

④環境等に関わる調査の実施及び情報の提供と公開
⇒分かりやすい指標によるモニタリングと公表を予

定。 

③多様な主体との連携、協働による施策の推進 
⇒「鶴見川流域水協議会」「鶴見川流域水委員会」 

「鶴見川流域水懇談会」の推進体制を設置。 

リーディング選定理由 

■世界初
 
・世界で初めての水マスタープランである。 
 
■多様な施策の連携 
 
・流域を単位とし、同一の目的のもと、多様な施策

が連携している。 
 
■多様な主体の連携 
 
・流域の市民、市民団体、企業、行政による連携・
協働のもと、推進してる。 

 
■明確な目標 
 
・目標期間を設け、詳細な計画のもと実施してい

る。 

⑤地域の環境学習の支援 
⇒流域意識を育む為のマネジメントを実施。 

水辺の楽校プロジェクトなどを実施。 

⑥適切な評価の実施 
⇒マネジメントサイクル（計画､実行､点検､見直し）に

より、計画を適切に評価しながら推進。 

施策の効果 

スケジュール 
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「鶴見川流域水マスタープラン」により実現される鶴見川流域のイメージ 

・ 各アクションプランにおいて
は、長期目標の他に、5 年
間 程 度 の 当 面 目 標 を 掲
げ、常に変更を行いなが
ら、より良い鶴見川を目指
していく。 

水をきれいに、そして大切にしよう！ 

なるべく 
水を汚さないように 
しようね！ 

豊かな自然が 
残ってるね！ 

この森が
水をたくわえ 
洪水の被害も 
減ったね！ 

いつでも水が 
たくさん 
流れてるね 

大雨のときでも 
安心して暮らせる
ようになったね！ 

ほー、 
すごいのォ

鶴見川の「水マス」って 
みんなが注目している 
んだって！ 

川に近づき 

やすく 

なったね！ 

すみやすい

川だ！ 

市民みんなで話合おう！ 

自 然 を 守 ろ う ！ 

みんなで洪水に強い流域にしよう！ 

いざというときのために！ 

水、キレイに 
なったよね！ 

ここに雨水を 
一時的に 
ためるんだ！ 

安心して 
くらせるね！ ホッ

雨水をためておく工夫 雨水を染み込ませる工夫 

遊水池 

避難場所 

みんなでいっしょ
に考えていかな 
きゃ、うまくいか 
ないと思うな。 

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２５ Ｈ３５ Ｈ４５

提言書作成

水マスタープラン作成

各アクションプランにおける目標 長期目標
（５年間程度の当面目標を掲げる）

鶴見川流域水委員会 1回 4回 4回 １回 3回

水マスタープラン行政会議 2回 2回 4回 1回

鶴見川流域水懇談会 3回 4回 4回 1回

鶴見川流域水協議会 2回 7回 2回

（年度）

鶴見川流域水マスタ
ープランの実施により、
右記の図のような効果
が実現されると考えて
いる。 

フォローアップ・今後の展開



 

「健全な水循環系の構築」 リーディングプロジェクト 

～新しい協働の形「東京湾システム」の構築～ 
６ 
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健
全
な
水
循
環
系
の
構
築 
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ン
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プ
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実施者 

目的 ・「社会の共有空間である『東京湾』の環境再生という共通の目的・目標
に向かって、多様な主体が、共鳴・共感し、主体的に活動に参加し、協
働して、その目標の実現を目指すこと」を促進するための方針・方法を
提案し、社会に呼びかけることによって、「東京湾環境再生の促進」と
「東京湾と人のつながりの深化」、「東京湾文化の開化」に貢献すること
を目的とする。 

背景 ・東京湾と人のつながりの希薄化 
・水環境の再生の遅れ 
・東京湾水環境再生にあたっての総合的、継続的取り組みの必要性。

規模 ・東京湾 

施策の概要 

実施箇所 

施策イメージ 
「社会の共有財産・共有空間である「東京湾」の環境改善」という共通の目的・目標に向かって、「多様な主体

が主体的に参加し、水平的に協働し、その目標の実現を目指す」ための新しい社会システムとして「東京湾シ
ステム」を構築する。 

しくみ 

東京湾 国土交通省 関東地方整備局 港湾空港部 
海洋環境・技術課 TEL：045-211-7422

多様な主体の参画 

環境ビジョンの明確化 シュミレーション
モデルの開発 

協働調査・研究 情報の収集・発信

順応的管理
新しい社会システム
「東京湾システム」 

※多様な主体 
市民、漁業者、NPO、企業、行政など 

 
※順応的管理 

事業完了後の共用段階においてもモニタリングを継続的に実施し、その結果を事業へ反映 

社会的な仕組みづくり 
 ・東京湾環境再生の促進 
 ・東京湾と人のつながりの深化 
 ・東京湾文化の開化 

人の意識・技術制度が変わる 

社会が変わる・文化が変わる 

東京湾再生のための行動計画 
（東京湾再生推進会議：関係省庁・８都県市） 

（２００３年３月） 

東京湾水環境再生計画（案） 
（関東地方整備局） 

（２００６年３月） 

 
 
「東京湾環境再生の促進」 
「東京湾と人のつながりの深化」 の実現 
「東京湾文化の開化」 

新しい社会システム 
「東京湾システム」の構築 

東京湾水環境再生における 
協働計画の策定 

・委員 
  学識経験者 
  マスコミ 
・関係港湾管理者 

東京湾水環境再生における協働の進め方委員会

東京湾水環境再生における協働の進め方についての検討 
H18. 5.10 第1回委員会 

H18.10.12 第2回委員会 

H19. 3.16 第3回委員会 

東京湾の環境を良くするために行動する会（仮称） 
（民間主導で２００７年設立予定）

民間主導 

東京都 

「本冊子で使用している地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図を複製したものである。（承認番号　平18総複、第1074号）」



 

 

①地域の特性を活かした施策の推進 
⇒東京湾は閉鎖性水域の特性をもっているため、栄養塩などが

流入すると、富栄養化になりやすい。 
⇒東京湾内では、埋立等により干潟等の浅い海域が減少し、自

然の浄化機能が低下している。 

実施した「推進のための取り組み」（P.17 参照） 

③多様な主体との連携、協働による施策の推進 
⇒国・地方自治体・市民・住民・漁業者・NPO・企業等 

の多様な主体により、水質・底質改善、生物生息環境等の
様々な取り組みがなされている。 

リーディング選定理由 

■対象地域
 
・東京湾全域。 
 
■多様な主体の連携 
 
・国・地方自治体・市民・住民・漁業者・
NPO・企業等の多様な主体により、水
質・底質改善、生物生息環境等の
様々な取り組みがなされている。 

・技術開発により予測・再現し、東京湾
再生に向けて多様な主体が参画し、
水平に協働し、目標の実現を目指して
いる。 

 

⑥適切な評価の実施 
⇒東京湾の水環境の改善という時間・空間スケールの取り組み

に関し、一つの指標で全体を評価することは困難である。しか
し、あえて数値目標を設定することとし、下記 5 つの観点にお
いて暫定の評価指標を設定。 

1. 東京湾と人とのつながりの深化 
2. 共鳴・共感の輪の拡大 
3. 水環境の再生 
4. 生物の生息環境の再生・創出 
5. 恵みを楽しむ 

施策の効果 

スケジュール 

東京湾環境再生への共鳴・共感の輪が拡が
り、多様な主体の取り組みが拡大・深化すること
で、「美しく豊かな東京湾」の再生に貢献し、新し
い形の「東京湾と人のつながり」が生まれます。 
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フォローアップ・今後の展開 

・ 「東京湾の環境再生」、「東京湾と人のつな
がりの深化」、「東京湾文化の開花」を柱に
様々な取り組みを展開していきます。 

情報共有を促進するため
の支援システム

情報共有・気づき

取り組みの数が増える

情報共有
協働の取り組み

全体として,多様な主体の共鳴・共感・取り組みの輪の拡大・内容の深化

専門家・識者・行政の
取り組みの活発化

人の意識が変わる

内的変革
技術・制度が変わる

外的変革
社会が変わる
文化が変わる

一つ一つの取り組みの輪が拡がる

全体として取り
組みの輪が拡大

発信源

情報共有
協働の取り組み

知恵がつながる
施策がつながる
人がつながる

楽しみがつながる

協働

外的変革への働きかけ

発信源は一つ一つ
の取り組み

情報共有による共鳴・
共感・協働の促進

市民・ＮＰＯ・企
業等の取り組み

取り組みの
数が増える

一つ一つの取り組
みの輪が拡がる
（内容の深化）

行政の
取り組み

研究者等の専門家・
識者の取り組み

平成18年度 
・委員会開催により、東京湾の環境の進め方についての検討 

平成19年度 
・東京湾環境再生のための都陸の効果を評価・分析するため 
の手法の検討 

・赤潮・青潮・貧酸素水塊の発生予測手法の検討 
 



 

各水系
（カナールなど）

日本庭園 渓流  水鳥の池 
雨水集水

「循環型社会の形成」 リーディングプロジェクト 

～循環型の公園づくり（国営昭和記念公園）～ 
６ 

環境共生・創造マスタープラン
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国土交通省関東地方整備局 国営昭和記念公園事務所
調査設計課      TEL：042-524-1089

実施者 

目的 ・循環型の公園づくりを目指す。 
・環境に負荷をかけない循環型の社会にて学ぶ環境
学習の場として活用する。 

 
背景 ・「人と自然の公園づくり」として、資源・廃棄物の有効

利用、自然の保全や復元等の取り組みなど、環境へ
の負荷の軽減を図るとともに、地球環境保全を視野
に入れた地域の自然環境保全への広範な取り組み
を掲げている。 

 
規模 ・公園面積：180ha 

施策の概要 

実施箇所 

施策イメージ 

循環型の公園づくりを進め 
ていく上で、下記の内容を行っ 
ている。 
 
■資源の再利用 

・建設副産物の有効利用 
・植物廃材等の利用 

（リサイクルセンター） 
・汚水処理システム 

（中水の利用※） 
・園内水循環・浄化システム 

 
■資源消費量の低減 

・園内施設の省エネ対策 
・雨水の地下浸透・雨水貯留 

利用 

しくみ 

伐採木のリサイクルの流れ 

水資源の有効利用の流れ 

ボランティア活動の様子 

園内の植物管理は、公園管理者の行う維持管理や工事に加えて、雑木林づくり・管理を市民参加のボランティア
活動として行っている。 

東京都立川市 
緑町 3173 

・市民参加による森づくり 
・イベント、環境教育の実施 

市民ボランティア

園内ボランティアとの連携 

公園の維持管理による剪定 
枝等の発生

土壌改良や肥料、マルチング
材として園内活用

「緑のリサイクルセンター」で、
植物性廃棄物を集積し、堆
肥・チップ化 

国営昭和記念公園のリサイクルへの取り組み 

公園の維持管理等のしくみ 

東京都 

※中水の利用 

中水とは、上水として公園内で使用した水を下水道に流す

までにもう一度再利用するという方法のこと。 

国営昭和記念公園 案内図 

「本冊子で使用している地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図を複製したものである。（承認番号　平18総複、第1074号）」



 
 

 

①地域の特性を活かした施策の推進 
⇒武蔵野の景観の蘇生を目指した公園整備。 

実施した「推進のための取り組み」（P.17 参照） 

③多様な主体との連携、協働による施策の推進 
⇒市民ボランティアと連携。 

リーディング選定理由 

■多様な主体との連携 
・整備･運営にあたっては、計画段階から市民と協
働して取り組んでいる。 

・園内の維持管理も、市民参加のボランティア活動
により取り組んでいる。 

 
■明確な目標 
・循環型の公園づくりを目指している。 
 
■環境学習の場を設けている 
・園内の発生材を利用した農業などを体験できる
「こもれびの里」を整備している。 

⑤地域の環境学習の支援 
⇒緑のリサイクルセンターでの見学会を実施。 
⇒その他にも、公園内で様々な環境学習を実施。 

スケジュール 
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④環境等に関わる調査の実施及び情報の提供と公開 
⇒花みどり文化センターでの昭和記念公園の環境 

取り組みの情報発信。 
⇒イベントの実施による参加型の体験型の情報発信。

池 

池 刈草、細かい剪定枝等 
 → 植栽地の維持管理に活用 
       ↓ 
     園内の花修景等への活用 

剪定枝等
   → チップ化し、防草のためのマ

ルチング材、チップ舗装等
に利用 

公園内における循環のしくみ 

フォローアップ・今後の展開 

・有効な雨水活用の検討。 
・植物廃棄物を活用した植物管理の推進等。

施策の効果 

「小さい循環」「大きい循環」を繋
げ、公園全体に雨水循環のしくみが
できている。 

Ｓ５３Ｓ５８ Ｓ６０ Ｈ１ Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ ～ Ｈ７ ～ Ｈ１０ ～ Ｈ１４Ｈ１５ ～ Ｈ１８

建設副産物の有効利用

植物廃材等の利用

汚水処理システム

園内水循環・浄化システム

園内施設の省エネ対策

雨水の地下浸透・雨水貯留利用

（年度）
屋上緑化緑のリサイクルセンター整備
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国土交通省関東地方整備局 
東京国道事務所 管理第二課    TEL：03-3214-7426

 関東技術事務所 環境技術課    TEL：047-389-5126

実施者 

施策の概要 

施策イメージ 

環境舗装とは、環境への負
荷低減を目指した舗装であり、
関東地方整備局では、これま
で交通騒音を抑制する低騒音
舗装を実用化してきた。 
 

さらに現在、近年都市部の
重大な環境問題として注目さ
れているヒートアイランド現象
への対策として、保水性舗装
や遮熱性舗装などの環境舗装
の技術について検討を進めて
いる。 

しくみ 

平成14 年度から国土交通省と東京都が連携し、環境負
荷の少ない道路の実現を目指し、下記２つの環境舗装に
対して検討を進めている。 
 
①保水性舗装：舗装体内に保水された水分が蒸発する時

の気化熱（潜熱）により路面温度の上昇を抑制する舗
装。 

②遮熱性舗装：舗装表面へ遮熱材を塗布し、光を反射さ
せることで路面温度の上昇を抑制する舗装。 

 
■試験施工（東京国道事務所） 

平成 15 年度より試験施工を行い、平成 18 年度までの 3
年間の追跡調査を実施。 

■フィールド実験（関東技術事務所） 
公募により、新しい技術を収集し、その効果の実証のた
め、フィールド実験を行い、技術評価を実施。 

環境舗装東京プロジェクトのしくみ 

ヒートアイランド現象の緩和が期待できる 
「保水性舗装」と「遮熱性舗装」 

関東技術事務所の位置 
千葉県松戸市 
五香西 6-12-1 

目的 ・ヒートアイランド対策への取り組みとして、「環境舗
装東京プロジェクト」を立ち上げ、夏季における舗装
路面の上昇を抑制する環境舗装の技術について検
討を行う。 

背景 ・近年、都市部において、「ヒートアイランド現象※」が
進んでおり、夏季の高温化や熱帯夜の増加による
居住環境の悪化など、都市に特有の環境問題とし
て注目を集めている。 

規模 ・東京国道事務所 ： 試験施工 計 8 箇所 
（約 3 ㎞、45 千㎡） 

・関東技術事務所 ： フィールド実験面積：3,022 ㎡

道路構造令の改正 
（平成１３年４月）

 都市の温暖化・騒音対策・ 
 都市河川及び下水への負担軽

【環境への配慮】 
 ・低騒音舗装（騒音対策） 
 ・透水性舗装（雨水対策） 
 ・保水性、遮熱性舗装 
      （ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策） 

環境舗装東京プロジェクト

試験施工 技術公募

環境舗装とは 

   環境への負荷低減を目指した舗装

１．道路交通騒音対策 
  タイヤと路面の接触音を 
  低減する舗装 

 
２．雨水流出（洪水）抑制 
  不浸透地域の増加による 

都市型洪水雨水を路盤以下 
に浸透させる舗装 

 
３．ヒートアイランド現象緩和 
   昼間の路面温度上昇、夜間の放熱に 

よる熱帯夜の増加 
 
  水の蒸発散によって路 
   面温度を低減する舗装 
 
  表面で光を反射させて 

路面温度を低減する舗装 

低騒音舗装 

透水性舗装

保水性舗装

遮熱性舗装

※ヒートアイランド現象 

都市の中心部の気温が郊外に比べて高くなる現象（等温線を

描いた時に都市の中心が島のように見える）であり、近年都市

に特有の環境問題として注目を集めている。 

太
陽
光 

反
射
光 遮熱塗装 

表層
 
基層 
 
 
 
路整 

実施箇所 

千葉県 

東京国道事務所 試験施工箇所 

「良好な生活環境の整備・創造」 リーディングプロジェクト 

～ヒートアイランド対策 環境舗装東京プロジェクト～ 
６ 

「本冊子で使用している地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図を複製したものである。（承認番号　平18総複、第1074号）」



 

 

①地域の特性を活かした施策の推進 
⇒日本で最もヒートアイランド現象が発生している東

京近郊で実施。 

実施した「推進のための取り組み」（P.17 参照） 

②施策の有機的な連携 
⇒企業者から技術公募を行い、公募実験により効果

を検証。 

④環境等に関わる調査の実施及び情報の提供と公開
⇒路面温度等を計測し、結果を公表。 

③多様な主体との連携、協働による施策の推進 
⇒東京都と連携、また、技術応募者との共同実験に

より施策を推進。 

リーディング選定理由 

■地球温暖化問題への寄与 
・ヒートアイランド現象は、地球温暖化に関連のあ
るエネルギー消費の増加とともに、緑地・水面の
減少、高度利用や高密度利用による風通しの悪
化等により発生するとされており、この要因の一
つとして道路舗装が考えられることから、同現象
を緩和できる舗装として、路面温度を低減する環
境舗装の技術の検討を行っている。 

■多様な主体の連携 

・国土交通省（東京国道事務所、関東技術事務
所）と東京都が連携して、東京２３区におけるヒー
トアイランド対策としての環境舗装技術の検討を
行っている。 

■技術の開発 

・企業者によって様々な技術があるが、公共施設
を利用した実験フィールドで、技術公募などによ
り、応募技術の実験検証を行っている。 

⑤地域の環境学習の支援 
⇒東京国道事務所において、2004 年度から実施して

いる「打ち水大作戦」のイベントと連携し、一般市民
を対象に環境舗装の体感イベントを実施。 

⑥適切な評価の実施 
⇒試験施工箇所の追跡調査により、路面温度計測、

平たん性わだち掘れなどの環境舗装の効果、耐久
性等を評価。 

施策の効果 

スケジュール 

東京国道事務所における試験施工の結果、低騒音舗装に比べ保水性舗装で 11.7℃、遮熱性舗装で 10.8℃の
路面温度の上昇を低減させる効果が確認された。なお、交通状況、施工場所、経過年数等により数値のばらつき
や効果の減少がみられることから今後、効果的な施工方法について検討を行う。
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工事直後の観測状況

東京国道事務所における試験施工結果

フォローアップ・今後の展開 

・試験施工（東京国道事務所） 
これまでに、車道部の試験施工及び歩道部の保水性

平板ブロックを実施。 
今後は、引き続き追跡調査を行っていく予定。 

・フィールド実験（関東技術事務所） 

これまでに、平成 15､16 年に評価した技術について、
実験フィールドにて、路面温度低減及び持続性、耐久性
等の確認を行ってきた。 

今後は、実際の道路で試験施工を行った箇所の追跡
調査を行い、評価する予定。 

保水性舗装(手前側)の試験施工の事例
（東京都文京区湯島地先） 

遮熱性舗装(左側)の試験施工の事例 
（東京都中央区銀座地先） 

低騒音舗装 

路面温度 53.0℃ 

保水性舗装 

路面温度 41.3℃ 

低騒音舗装 

路面温度 53.8℃ 

遮熱性舗装 

路面温度 43.0℃ 

外気温 34.0℃ 外気温 34.5℃ 

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

プロジェクト発足

試験施工・追跡調査

フォールド実験・追跡調査

（年度）

↑委員会発足

↑
車道部　試験施工

追跡調査

↑
歩道部

↑
試験施工（関東技術事務所ﾌｨｰﾙﾄﾞ）

追跡調査



 

「美しい景観の整備・創造」 リーディングプロジェクト 

～関東の富士見百景 富士山の見えるまちづくり～ 
６ 
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国土交通省関東地方整備局 企画部 企画課 
TEL：048-600-1329

実施者 

目的 ・「関東の富士見百景」は、富士山への良好な
眺望を得られる地点を選定し、周辺景観の
保全や活用への支援を通して、美しい地域
づくりの推進に寄与することを目的として実
施。 

背景 ・平成 15 年 7 月に策定された「美しい国づくり
政策大綱」において、15 の具体的な施策の
柱が打ち出された。 

・「美しい国づくり政策大綱」の、施策の柱のう
ち、「⑩多様な担い手の育成と参画推進」に
おける「良好な事例の選定や表彰整備等を
構築し、これらを広く紹介」の実施措置として
挙げられている。 

規模 ・応募対象エリアは関東地方整備局管内。 
（1 都 8 県） 

施策の概要 

実施箇所 

施策イメージ 

関東富士見百景の選定プロセス

富士見百景のねらい 

 
身延町北東部 
からの富士 
 
山梨県身延町 

 
荒川総合運動公園 
と公園通り 
 
埼玉県さいたま市 

選定地点からの眺め 都県別選定結果 

茨城県 7 7

栃木県 8 8

群馬県 6 6

埼玉県 14.5 17

千葉県 15 26

東京都 16.5 30

神奈川県 24 49

山梨県 31 81

長野県 6 9

合計 128 233

景 地点

※「荒川下流からの富士」は、
埼玉県・東京都にまたがる 

しくみ 

河川 

湖沼 

富士山の見える範囲 

選定景（63 地点）

選定地点（115 地点） 

第二次選定 

選定景（65 地点） 

選定地点（93 地点）

第一次選定 

【凡例】 

静岡県 
富士山 

■選定地の例 

 

 

 
また訪れてみたい 

地域づくり 

 

関東の富士見百景の選定 

美しい地域づくりの推進 

○ 美しい景観の啓蒙 

○ 眺望景観の保全及び整備 

地域活性化の寄与 

○ 選定地域周辺の独自の 

  環境整備及び交流振興 

富士見景観を活かした 

持続可能な都市の誕生 



 

 

①地域の特性を活かした施策の推進 
⇒富士山を眺望できるという特性を活かしている。 

実施した「推進のための取り組み」（P.17 参照） 

②施策の有機的な連携 
⇒選定された地点間の交流が生まれている。 

③多様な主体との連携、協働による施策の推進 
⇒選定された地点では、国、地方行政、市民が一体

となった取組をしている。 
⇒「関東の富士見百景」選定委員会を設置。 

リーディング選定理由

■対象地域
 
・関東地方整備局管内全域を対象としている。 
 
■多様な主体の連携を促進 
 
・選定により、地域間の富士山を中心とした連携が
促進されている。 

 
■充実したフォローアップ 
 
・選定箇所の広報活動や、まちづくりへのサポート
など充実したフォローアップ体制が整えられてい
る。 

 
■美しい国づくり政策大綱 
 
・「美しい国づくり政策大綱（H15.7）」における 15 の
 具体的施策のひとつとして実施している。 

⑤地域の環境学習の支援 
⇒パンフレットやガイドブックを作成。 

⑥適切な評価の実施 
⇒すべての応募地点について現地調査を行っ

た。有識者による選定委員会を開催し選定。 

施策の効果 

スケジュール 

「関東の富士見百景」に選定された地域では、選定をきっかけに、地元の自治体、学校、市民団体等が中心と
なって、自発的な活動がスタートし、周辺景観の保全や地域資源としての活用を通した、美しい地域づくりが進ん
でいる。 

 

美
し
い
景
観
の
整
備
・
創
造 

 

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

環境共生・創造マスタープラン 

31

④環境等に関わる調査の実施及び情報の提供と公開
⇒選定の際に、全ての応募地点へ出向いて現地調

査を実施。選定の経緯はＨＰで公表。選定結果は
ＨＰやパンフレット、ガイドブックなどで公表。 

富士山が結んだ学校交流
児童が描いた富士山の絵を互いに贈る

などの交流が始まり、児童同士の顔合

わせが実現。 

（千葉県野田市みずき小学校と山梨県

富士河口湖町大石小学校） 

選定記念碑除幕式および
富士山展望ウォーキング 
（茨城県桜川市） 

自治体の景観賞表彰式で 
「関東の富士見百景」の基調講演を実施
（千葉県我孫子市） 

■1次選定 
 H16.2～5  募集  
 H16.10  2回の選定委員会を経て 
       63景115地点を選定 
■2次選定 
 H16.11～17.3  募集  
 H17.10  2回の選定委員会を経て 
       78景118地点を選定  
■フォローアップ 
 1次選定後～ 
 H16.11 第1回地域づくり交流会 
 H17.11 第2回地域づくり交流会 
 H18.5  案内ガイド作成 
 H18.5  シンボルマーク策定 
 H19.3  第3回地域づくり交流会 

フォローアップ・今後の展開 
・ 選定地点を多くの人に知ってもらい、訪れて頂くため

に、選定地点からの美しい富士山の眺めや、その地域
の魅力を紹介する、富士見百景ガイドブックを作成。
（H18.5.1 記者発表） 

・ 「関東の富士見百景」の認知・理解度アップを目的に、
統一のシンボルマークをホームページでの一般投票を
ふまえて決定。（H18.5.1 記者発表） 

・ 関東地方整備局が運営する H.P.を充実させ、選定箇
所のイベント情報などのタイムリーな話題についても、
選定団体から情報収集し、広報を実施。 

・ 富士見景観を活かしたまちづくりを、地域づくり応援団
（出先事務所に開設した相談窓口）がサポート。 

・ 選定団体をはじめとして、地域づくりに関する市民団体
や関連機関との地域づくり交流会を継続し、情報共有
の場を充実。 

富士見百景の 

シンボルマーク 

富士見百景 

ガイドブック 



 

「美しい景観の整備・創造」 リーディングプロジェクト 

～景観イメージアップ大作戦～ 
６ 
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国土交通省関東地方整備局 企画部  企画課   TEL：048-600-1329
東京国道事務所 環境整備課      TEL：03-3214-7424
京浜河川事務所 調査課         TEL：045-503-4008
川崎国道事務所 調査課         TEL：044-888-6416

実施者 

施策の概要 

実施箇所 

施策イメージ 

しくみ 

モデル地区  
浅草地区・川崎地区 

目的 ・地域団体や NPO、市民の方と行政が連携し、負の景観イメージを
払拭すべき地域について、集中的かつ重点的な取り組みを展開
し、本来あるべき美しい地域の姿を取り戻すものであり、地域の活
性化及び良好な都市・住環境の形成に資する。 

背景 ・平成 15 年 7 月に出された「美しい国づくり政策大綱」において、15
の具体的な施策の柱が打ち出された。 

・「美しい国づくり政策大綱」の施策の柱のうち、「屋外広告物制度
の充実等」における「重点的に実施する地区を選定し、地元地方
公共団体、警察等と連携して短期間に違反屋外広告物、不法占
用物等を集中整理する」の実施措置として挙げられている。 

規模 ・モデル地区 ⇒ 浅草地区、川崎地区 

都 県 関東地方整備局 

各地域におけるイメージアップ検討会を設置 

学識経験者 
市民・ＮＰＯ等 

行政機関 

参加 

連携 

連携

連携 

景観イメージアップのモデル地区として、浅草地区・川崎地区を選考した。 
各地域においては、役割分担を決めたイメージアップ検討会を設置し、具体的な取り組み内容の立案を検討。

良好な景観を創出すべき 
地域にありながら、 

負のイメージが多数存在 

・ 地域団体や 
     ＮＰＯとの連携を図る 

・集中的かつ 
重点的な取り組みを展開 

本来あるべき美しい 
地域の姿を取り戻す 

東武浅草駅三角広場 

景観に配慮した整備イメージ 

 

・緑が少ない 
・待ち合わせ 
スペースがない 

・電線類地中化時に剥

がしたタイル跡をアス

ファルト舗装で対応し

ている 

現況 

・モニュメントの足

下を休憩スペー

スとして活用

・アスファルト舗装部は

タイルで早急に復旧 

・地下街で入口は寺社風

のデザインで統一感と

演出を図る 

・雷門と連携した防護柵とヤ

ナギ植栽により、浅草の玄

関口としての魅力を向上 

●モデル地域 浅草地区 

・放置自転車対策

を行い、広い歩

行空間の確保

・老朽化した地下街入口が玄関口 
としての装いに欠けている 

モデル地区：川崎

モデル地区：浅草 東京都 

神奈川県 

「本冊子で使用している地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図を複製したものである。（承認番号　平18総複、第1074号）」



 

 

①地域の特性を活かした施策の推進 
⇒浅草寺、川崎大師などの地域の歴史を活かした施

策の推進。 

実施した「推進のための取り組み」（P.17 参照）

②施策の有機的な連携 
⇒関連する各施策が一体となって事業を進めている。

③多様な主体との連携、協働による施策の推進 
⇒ＮＰＯや地域等の市民活動と連携。 

リーディング選定理由

■美しい国づくり政策大綱 
 
・「美しい国づくり政策大綱（H15.7）」における 15 の
具体的施策のひとつとして実施している。 

⑥適切な評価の実施 
⇒景観評価を実施予定。 

施策の効果 

スケジュール 
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●モデル地域 川崎地区 
・「美しい国づくり川崎勉強会」を設立、検討を開始(H16.2)。

関係機関の連携を図り関連する事業の調整を行い、景観
に配慮した美しい国（川崎）づくりを開始。 

浅草地区エリア別景観まちづくり方針の８つのエリア

〔浅草地区景観まちづくりマスタープラン（案）より抜粋〕

フォローアップ・今後の展開 
・ 電線地中化、景観に配慮した道路標識

柱、不法看板撤去、放置自転車撤去等 
・ 「まちづくり交付金」制度の活用 
・ 道路占用許可条件の緩和 
・ 景観法に基づく条例の制定・景観計画の

策定 

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

モデル地域の選定

浅草地区検討

川崎地区検討

（年度）

モデルとなった浅草地区・川崎地区では、検討会、勉強
会を設立し、取り組み内容の検討が進んでいる。 

１ 浅草寺エリア

２ 浅草寺門前エリア

浅草寺
西エリア

３
六区ブロック

花やしきﾌﾞﾛｯｸ

４ 花川戸エリア

５ 浅草三･四･六丁目エリア

６ 雷門一･二丁目エリア

７ 隅田川水際エリア

８ 幹線道路軸

浅草通り

雷門･馬道通り

江戸･国際通り

言問通り

１ 浅草寺エリア

２ 浅草寺門前エリア

浅草寺
西エリア

３
六区ブロック

花やしきﾌﾞﾛｯｸ

４ 花川戸エリア

５ 浅草三･四･六丁目エリア

６ 雷門一･二丁目エリア

７ 隅田川水際エリア

８ 幹線道路軸

浅草通り

雷門･馬道通り

江戸･国際通り

言問通り

●モデル地域 浅草地区 
・Ｈ15 年度 作業部会を設立、検討を開始(H16.1) 
・Ｈ16 年度 浅草地区景観イメージアップ検討会開催 

浅草地区景観まちづくりマスタープラン(案)作成 
・Ｈ17 年度 浅草地区景観イメージアップ検討会開催 

浅草地区景観計画（素案）作成 
・Ｈ18 年度 浅草地域まちづくり検討会開催 

（部会：基盤整備部会、文化観光部会） 

景観や歴史などの特性か
ら、地区を幹線道路軸でエ
リア分けを行った。 

〔浅草地区景観まちづくりマスタープラン（案）より抜粋〕

■浅草地区景観まちづくり基本方針■浅草地区景観まちづくり基本方針

■景観まちづくりの方向性■景観まちづくりの方向性

浅草地区の魅力と回遊性を高め、観光商業の振興に寄与する

【キャッチフレーズ】
■景観まちづくりの■景観まちづくりの基本方針基本方針

思い出をまもり 思い出を生み出す

浅草らしさを守り育てる景観まちづくり

【基本方針】

１．浅草のシンボルを引き立てる景観づくり
２．個性的な通りの景観づくり
３．様々な資源を有機的に結びつけ、回遊性を楽しめる景観づくり
４．みんなが協働で守り育てる景観づくり

【浅草地区における良好な景観づくりの目的】



 

「美しい景観の整備・創造」 リーディングプロジェクト 

～横浜港発祥の地 象の鼻地区～ 
６ 
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横浜市 港湾局 企画調整課  TEL：045-671-7300

実施者 

目的 ・平成21年に開港150周年を迎える横浜港の記
念事業として、横浜港発祥の地である「象の鼻
地区」の再整備を行う。 

・この地区を中心に、大さん橋や赤レンガ倉庫
によって形成されるエリア一帯を横浜を代表す
る国際的な文化観光交流エリアの一つとして
捉え、ナショナルアートパーク構想の拠点地区
として、積極的に創造的な機能の集積を図る。

 
背景 ・安政 6 年（1859 年）に開港した横浜港が平成

21 年（2009 年）に 150 周年を迎える。 
 
規模 ・約 4.0ha 

施策の概要 

実施箇所 

施策イメージ 

基本理念である「時の港 ～横浜の歴史と未来をつなぐ象徴的な空間～」に従い、基本計画をとりまとめた。

計画の検討にあたっては、「市民意
見の募集」や「象の鼻地区再整備景
観デザイン調整委員会」を開催し、意
見、助言をいただきながら実施してい
る。 

しくみ 

横浜市 

神奈川県 

委員会の様子 

●象の鼻地区とは･･･ 
 
安政 6 年に横浜港の開港にあた
り、東波止場と西波止場の二本
の直線上の波止場が造られた。
その後、慶応 3 年に東波止場は
湾曲した形に変更され、その形
状からいつしか「象の鼻」と呼ば
れるようになった。 
 
「象の鼻地区」は、この東西の波
止場に囲まれた水域に面してい
る一帯を指す。 

「本冊子で使用している地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図を複製したものである。（承認番号　平18総複、第1074号）」



 

  

実施した「推進のための取り組み」（P.17 参照） リーディング選定理由 

■横浜開港 150 周年記念 
 
・横浜発祥の地である「象の鼻地
区」の再整備は、開港 150 周年を
記念する象徴的な事業として位
置づけられている。 

 
■市民の意見を取り入れている 
 
・基本計画の試案を基に、市民の
意見募集を行い、330 名の方から
ご意見を頂いている。 

施策の効果 

スケジュール 
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③多様な主体との連携、協働による施策の推進 
⇒市民意見募集や景観デザイン調整委員会と連携して実施している。

④環境等に関わる調査の実施及び情報の提供と公開 
⇒周辺の歴史的な景観を調査している。 
⇒市民意見募集の結果を公表し、基本計画はリーフレットやホームペ

ージにおいて積極的に情報を提供している。 

⑤地域の環境学習の支援 
⇒歴史的な視点から解説したリーフレットやホームページの作成、パ

ネル展の巡回を行い積極的に周知している。 

⑥適切な評価の実施 
⇒横浜市の行政評価、景観デザイン調整委員会による評価を実施し

ている。 

・赤レンガパークや山下公園とも異なるこの 

場の空間を活かした日常的な憩い 

・船のある風景を身近に眺める 

・囲まれた水域に面した落ち着きのある空間での飲食 

・水辺や周辺の夜景を楽しむ 

・イベントを見て参加して、触れて楽しむ 

・時に大仕掛けなイベントを開催 

・新たな観光スポットとして人々が往来 

・「創造都市・横浜」形成に向けて、周辺地区と一体 

 となって創造的な活動を集積 

◆水辺の芝生広場での日常の憩い ◆水辺の広場の賑わい 

◆緑地を利用しての屋外イベント ◆オープンカフェ 

◆文化芸術活動の発信 ◆開港 150 周年記念イベントイメージ 

■日常的な市民の活動 
  *水辺の憩い 
  *歴史に思いを馳せる 
 
 
 
 
 
■非日常的なイベント 
  *積極的なイベント展開 
 
 
 
 
 
 
■文化芸術活動の発信 
  *創造活動の集積 
 
 
 
 

①地域の特性を活かした施策の推進 
⇒歴史ある横浜港を象徴する整備を行う。 

②施策の有機的な連携 
⇒周辺の港湾緑地や都市公園と連続した臨海部の緑のネットワーク

が完成する。 

フォローアップ・今後の展開 

・ 象の鼻地区においては、開港 150 周年
である平成 21 年度に向け、整備を進め
ているが、平成 21 年度以降も、美しい
景観を保てるように、継続的な整備を
行っていく。 

「象の鼻地区」の再整備により、以下のような活動イメージが考えられる。 

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

市民意向アンケート・市民意見

委員会

基本計画策定

基本設計・工事

広場・緑地オープン

継続整備

（年度）
※平成２１年度が開港150周年



 
「良好な生活環境の整備・創造」 リーディングプロジェクト 

～歴史的建築物の保存・活用を通じた景観整備 

横浜地方気象台～ 

６ 
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国土交通省関東地方整備局 営繕部 建築課
              TEL：048-600-1349

実施者 

施策の概要 

実施箇所 

施策イメージ 

景観整備の計画においては下記に示す２つの検
討会において専門的な意見をきいた。 
また、地域住民の意見を施設整備に反映させるため
住民参加イベントやタウンミーティング等を開催し
た。 

しくみ 

検討体制 

景観アセスメントの試行事業として、「景観検討会」による検討、「保存検討会」による「保存活用の骨子」及び
「保存活用基本方針」の策定、横浜市の「歴史をいかしたまちづくり要綱」「横浜市都市計画マスタープラン・中区プ
ラン」等を総合し、以下のような目標を設定して 
施設整備を行っている。 
 
■景観形成の目標像 
・ 周辺地域における歴史的景観との調和 
・ 最新の機能を持つ気象台建築 

 
■施設と周辺との関係に対する基本的な考え方 
・ 豊かな緑と閑静な住宅街である周辺環境に 
配慮した建物ヴォリュームを計画 

・ ブラフ積みと呼ばれる石積みを保存した通り 
の景観を保全 

 
■施設や空間そのものの景観整備の具体的方針 
・ 施設の配置・規模・形状・色彩等の設定 
・ 細部設計、材料選定の考え方 
・ 施設に付随する工作物等の整備の考え方 
・ コスト縮減、費用対効果を考慮した整備の 
考え方 

横浜市中区山手町９９ 

目的 ・地域住民や地方自治体、施設管理者等と密 
接な連携を図りながら歴史的建築物の保存・ 
活用事業を推進することで、文化的価値やま 
ちづくり上の価値といった官庁施設の持つ多 
様な価値を広く認識してもらいながら、利便性 
や機能性の向上を図る。 

背景 ・一般的に建築物は、経年による老朽化によっ 
て耐久性や機能性の低下がみられるようになるが、一方で、歴史的価 
値の向上や市民の愛着が深まるなど、建物の多様な価値が社会的に 
見直されてきている。 

・近年、歴史的な建築物等の価値が地域のアイデンティティの形成や地域の活性化、まちづくり等に大きく
貢献することが再認識され、建物を建替えるだけでなく、歴史的建築物の多様な価値を評価し、積極的に
保存・活用するという考え方に基づく整備事業を推進している。 

規模 ・敷地面積：約 2,485 ㎡  延べ面積 庁舎（既存部分）：737 ㎡(RC-3-1) （増築部分）：838 ㎡(RC-2-2) 

景観目標の設定と配慮 

周辺地域における歴史的景観との調和に配慮しつつ、

既存庁舎と増築部が一体的に機能する気象台施設 

神奈川県

赤レンガパーク 大さん橋 
客船ターミナル 

日本大通り駅 
山下公園 

元町・中華街駅 

港の見える丘公園 

外国人墓地 

首都高狩場線 

JR 石川町駅 

横浜地方気象台 

 

●主に既存庁舎の改修方針を検討・策定 

 

●主に施設全体の景観計画を検討・評価 

 

●事業に関する情報発信及び意見の聴取 

横浜地方気象台保存検討会 

横浜地方気象台景観検討会 

住民参加イベント、住民意見交換会 

メンバー 

学識者、横浜市都市デザイン部室長、東京管区気象台会計課長、横浜地方気象台長、

横浜営繕事務所長、建築第一課長 等 

メンバー 

景観アドバイザー、学識者、横浜市都市デザイン室部長、東京管区気象台会計課長、

横浜地方気象台長、横浜営繕事務所長、建築第一課長 等 

参加者 

地元住民、景観アドバイザー、横浜市デザイン室、ＮＰＯ、安藤忠雄建築研究所 等 

「本冊子で使用している地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図を複製したものである。（承認番号　平18総複、第1074号）」



 

 

①地域の特性を活かした施策の推進 
⇒美しい国づくり政策大綱に基づき景観アセスメント

を実施。 

実施した「推進のための取り組み」（P.17 参照）

②施策の有機的な連携 
⇒横浜市都市デザイン室との連携により「歴史をいか

したまちづくり要綱」に沿った事業目標を設定。 

④環境等に関わる調査の実施及び情報の提供と公開 
⇒地域の歴史をとどめる埋蔵文化財調査を実施し情

報を公開。 

③多様な主体との連携、協働による施策の推進 
⇒横浜市都市デザイン室や地域住民によるまちづくり

協議会等との連携を図りながら基本方針を策定。 

リーディング選定理由 

■景観アセスメント
 

・景観アセスメントの試行事業である。 

 
■最新事例 
 
・国土交通省がリストアップした、保存･活用  

を図るべき官庁施設における最新の整備事 
例である。 

 
■市民参加 
 
・市民の声を事業に反映し合意形成を図るため

に、住民参加イベントやタウンミーティング（意
見交換会）を実施している。 

⑤地域の環境学習の支援 
⇒地域の歴史環境を紹介する施設の一般公開を実施。

⑥適切な評価の実施 
⇒学識者、横浜市、施設管理者、事業者等による「保

存検討会」及び「景観検討会」を設置。 

施策の効果 

スケジュール 

・地域の歴史的景観を保全 
・防災拠点としての機能向上 
・気象や防災に関する啓蒙活動拠点形成 
・気象台機能の高度化と執務環境の整備 
・開かれた公共空間による地域核形成 
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既存の横浜地方気象台 整備終了後の横浜地方気象台イメージ

フォローアップ・今後の展開 

・ 横浜地方気象台整備事業に加え、これまで実
施してきた歴史的建築物の保存・活用事業の事
業概要を広く一般に広報する 

 
・ 横浜地方気象台整備事業を通じて官庁施設整
備における地域住民やＮＰＯ、地方自治体との
連携・協働によるまちづくりへの貢献、景観整備
への寄与手法等を今後予定している保存活用
事業に反映させる 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

気象台整備

整備検討・住民との合意形成

（年度）




